
規 則

�愛媛県規則第３３号
家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則

家畜伝染病予防法施行細則（昭和２８年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通行の制限又は遮断に関する報告）

第８条 市町長は、法第１５条の規定による通行の制限又は遮断をし

ようとするときは、家畜伝染病予防法施行令（昭和２８年政令第

２３５号。以下「政令」という。）第５条第１項の規定により、次

に掲げる事項を所轄の家畜保健衛生所長に報告しなければならな

い。

�～� 省略

（と殺処分又は病性鑑定のための処分）

第１０条 家畜防疫員は、法第１７条第２項若しくは第１７条の２第６項

に規定する殺処分又は法第２０条第１項に規定する病性鑑定のため

の処分を行う必要があると認めるときは、直ちに、その旨を知事

に報告してその指示を受けなければならない。

２ 省略

３ 家畜防疫員は、法第１７条第１項若しくは第１７条の２第５項の殺

処分の命令又は法第１８条の届出に係る 家畜につき、殺す場所及

び方法を指示し、と殺に立ち会わなければならない。

４ 省略

（家畜保健衛生所長に対する事務委任）

第１８条 次に掲げる知事の権限は、家畜保健衛生所長に委任する。

�～� 省略

� 法第１２条の４第１項の規定による家畜の頭羽数及び衛生管理

の状況に関する報告を受理すること。

� 省略

� 法第１３条の２第１項の規定による農林水産大臣の指定する症

状を呈している家畜の届出を受理すること。

� 法第１５条の規定により通行を制限し、又は遮断すること並び

（通行の制限又は遮断に関する報告）

第８条 市町長は、法第１５条の規定による通行の制限又は遮断をし

ようとするときは、家畜伝染病予防法施行令（昭和２８年政令第

２３５号）第２条第１項 の規定により、次

に掲げる事項を所轄の家畜保健衛生所長に報告しなければならな

い。

�～� 省略

（と殺処分又は病性鑑定のための処分）

第１０条 家畜防疫員は、法第１７条

に規定する殺処分又は法第２０条第１項に規定する病性鑑定のため

の処分を行う必要があると認めるときは直ちに 、その旨を知事

に報告してその指示を受けなければならない。

２ 省略

３ 家畜防疫員は、法第１７条 の殺

処分の命令又は法第１８条の届出にかゝる家畜につき、殺す場所及

び方法を指示し、と殺に立ち合わなければならない。

４ 省略

（家畜保健衛生所長に対する事務委任）

第１８条 次に掲げる知事の権限は、家畜保健衛生所長に委任する。

�～� 省略

� 省略

� 法第１５条の規定により通行を制限し、又は遮断すること
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に政令第５条第１項の規定により警察署長に通報し、及び同条

第２項の規定により施設管理者と協議すること。

� 省略

� 省略

� 法第２６条第１項の規定により消毒すべき旨を命ずること。

� 法第２６条第３項の規定により消毒させること。

� 法第２６条第５項の規定により消毒をする設備を設置させるこ

と。

� 省略

� 省略

� 法第５２条第１項及び省令第５８条の規定により報告請求書を交

付すること。

様式第５号（第１０条関係）

様式第５号（その１） 殺処分命令書

。

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 法第５２条 及び省令第５８条の規定により報告請求書を交

付すること。

様式第５号（第１０条関係）

様式第５号（その１） 殺処分命令書

省略

年 月 日 の患畜（疑似患畜・

指定家畜）と決定したので、家畜伝染病予防法（昭和２６年法

律第１６６号）第１７条第１項（第１７条の２第５項）の規定により

この命令書の受領の日から 日以内に殺すことを命ずる。

省略

省略

年 月 日 の患畜（疑似患畜

）と決定したので、家畜伝染病予防法（昭和２６年法

律第１６６号）第１７条 の規定により

この命令書の受領の日から 日以内に殺すことを命ずる。

省略

省略 省略

患畜、疑似患畜又は指定家畜の区分 患畜又は疑似患畜 の区分

省略 省略

注 省略

様式第５号（その２） 剖検命令書 省略

注 省略

様式第５号（その２） 剖検命令書 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１８条第１３号の改正規定、同号を同条第１８号とし、同条中第１２号を第１７号とし、第１１号を

第１６号とし、第１０号を第１２号とし、同号の次に３号を加える改正規定（同条第１５号に係る部分に限る。）、同条中第７号を第８号とし、同

号の次に１号を加える改正規定（同号の次に１号を加える部分に限る。）及び同条第６号の次に１号を加える改正規定は、平成２３年１０月１

日から施行する。

�愛媛県規則第３４号
愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県県営住宅管理条例施行規則（昭和３５年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（請書 の様式）

第４条 条例第８条第１項第１号に規定する請書は、別記第３号様

式

によらなければならない。

（連帯保証人の変更等の手続）

第６条 条例第８条第１項第１号に規定する請書（連帯保証人が連

署したものに限る。以下「請書」という。）を提出した者は、次

の各号のいずれかに該当する

ときは、改めて請書を知事に提出しなければならない。

� 連帯保証人が弁済をする資力を欠いたとき。

（請書等の様式）

第４条 条例第８条第１項第１号に規定する請書は、別記第３号様

式によるものとし、同条同項第２号の規定により敷金を納付する

ときは、別記第４号様式による納付書によらなければならない。

（連帯保証人の変更等の手続）

第６条 条例第８条第１項第１号に規定する請書（連帯保証人が連

署したものに限る 。）を提出した者は、そ

の連帯保証人の住所及び氏名に異動を生じたとき、又は保証人を

変更したときは、改めて請書を知事に提出しなければならない。

愛 媛 県 報平成２３年８月５日 第２２９０号

６５８



� 連帯保証人が後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続

開始の決定を受けたとき。

� 連帯保証人が死亡したとき。

� 連帯保証人を変更しようとするとき。

２ 請書を提出した者は、当該請書に記載した連帯保証人に関する

事項に変更があつたときは、別記第４号様式による連帯保証人請

書記載事項変更届出書を知事に提出しなければならない。

第７条 削除

（準用）

第１２条の５ 第２条から第４条まで、第６条 及び第９条か

ら第１２条までの規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用す

る。この場合において、第２条中「条例第６条」とあるのは「条

例第２３条の１６において準用する条例第６条」と、第３条第１項中

「条例第７条第２項」とあるのは「条例第２３条の１３第１項」と、

第４条及び第６条第１項中「条例第８条第１項第１号」とあるの

は「条例第２３条の１６において準用する条例第８条第１項第１号」

と

、第９条中「条例第１０条」とあるのは「条

例第２３条の１６において準用する条例第１０条」と、第１１条第１項中

「条例第１７条第５項ただし書」とあるのは「条例第２３条の１６にお

いて準用する条例第１７条第５項ただし書」と、第１１条の２第１項

中「条例第１７条第６項」とあるのは「条例第２３条の１６において準

用する条例第１７条第６項」と、同条第２項中「条例第１７条第８

項」とあるのは「条例第２３条の１６において準用する条例第１７条第

８項」と、同条第３項中「条例第８条」とあるのは「条例第２３条

の１６において準用する条例第８条」と、「第３条第２項」とある

のは「第１２条の５において準用する第３条第２項」と、「条例第

１７条第８項」とあるのは「条例第２３条の１６において準用する条例

第１７条第８項」と、第１２条中「条例第２２条」とあるのは「条例第

２３条の１６において準用する条例第２２条」と読み替えるものとす

る。

（管理人）

第１３条 知事は、県営住宅監理員の補助者として入居者のうちから

県営住宅の管理人を委嘱する。ただし、条例第２５条の２第１項に

規定する指定管理者が管理する県営住宅について、知事が管理人

を委嘱する必要がないと認めるときは、この限りでない。

２ 管理人は、常に県営住宅監理員の指揮監督を受けて、指定され

た区域内の管理事務のうち、主として 修繕すべき箇

所の報告その他入居者との連絡に当たるものとする。

３ 省略

（書類の経由）

第１５条 入居者が条例又はこの規則により知事に提出する書類は、

第１３条第１項ただし書の規定により管理人を委嘱しない場合を除

き、管理人を経由しなければならない。

第６号様式（第１０条関係） 県営住宅滅失（毀損）届出書

県営住宅滅失（毀損）届出書

省略

（許可証の掲示）

第７条 入居者は、県営住宅入居許可証を、屋内の見易い箇所に掲

示しておかなければならない。

（準用）

第１２条の５ 第２条から第４条まで、第６条、第７条及び第９条か

ら第１２条までの規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用す

る。この場合において、第２条中「条例第６条」とあるのは「条

例第２３条の１６において準用する条例第６条」と、第３条第１項中

「条例第７条第２項」とあるのは「条例第２３条の１３第１項」と、

第４条 中「条例第８条第１項第１号」とあるの

は「条例第２３条の１６において準用する条例第８条第１項第１号」

と、「同条同項第２号」とあるのは「条例第２３条の１６において準

用する条例第８条第１項第２号」と、第６条中「条例第８条第１

項第１号」とあるのは「条例第２３条の１６において準用する条例第

８条第１項第１号」と、第９条中「条例第１０条」とあるのは「条

例第２３条の１６において準用する条例第１０条」と、第１１条第１項中

「条例第１７条第５項ただし書」とあるのは「条例第２３条の１６にお

いて準用する条例第１７条第５項ただし書」と、第１１条の２第１項

中「条例第１７条第６項」とあるのは「条例第２３条の１６において準

用する条例第１７条第６項」と、同条第２項中「条例第１７条第８

項」とあるのは「条例第２３条の１６において準用する条例第１７条第

８項」と、同条第３項中「条例第８条」とあるのは「条例第２３条

の１６において準用する条例第８条」と、「第３条第２項」とある

のは「第１２条の５において準用する第３条第２項」と、「条例第

１７条第８項」とあるのは「条例第２３条の１６において準用する条例

第１７条第８項」と、第１２条中「条例第２２条」とあるのは「条例第

２３条の１６において準用する条例第２２条」と読み替えるものとす

る。

（管理人）

第１３条 知事は、県営住宅監理員の補助者として入居者のうちから

県営住宅の管理人を委嘱する。

２ 管理人は、常に県営住宅監理員の指揮監督を受けて、指定され

た区域内の管理事務のうち、主として家賃の督促、修繕すべき箇

所の報告その他入居者との連絡に当る ものとする。

３ 省略

（書類の経由）

第１５条 入居者が条例又はこの規則により知事に提出する書類は

、管理人を経由しなければならない。

第６号様式（第１０条関係）

県営住宅滅失（き損）届出書

省略

省略 省略

愛 媛 県 報平成２３年８月５日 第２２９０号

６５９



滅失（毀損）箇所の略図 滅失（毀損）の程度及び理由

入居者の責に帰すべき�
�
�
�
�
�

ものか否か明確に記入

�
�
�
�
�
�すること。

滅失（き損）箇所の略図 滅失（き損）の程度、理由

入居者の責に帰すべき�
�
�
�
�
�

ものか否か明確に記入

�
�
�
�
�
�すること。

省略 省略

管理人の意見 管理人氏名 �

注 省略

第８号様式（第１１条関係） 県営住宅用途一部変更（模様替、増

築）承認申請書

省略

注 省略

第８号様式（第１１条関係）

省略

省略 省略

管理人の意見 管理人氏名 �

注 省略

第９号様式（第１１条関係） 工事完成届出書

省略

１～４ 省略

第９号の２様式（第１１条の２関係） 県営住宅同居承認申請書

注 省略

第９号様式（第１１条関係）

省略

１～４ 省略

５ 管理人の意見 管理人氏名 �

第９号の２様式（第１１条の２関係）

省略 省略

管理人の意見 管理人氏名 �

注 省略

第９号の３様式（第１１条の２関係） 県営住宅入居承継承認申請書

注 省略

第９号の３様式（第１１条の２関係）

省略 省略

管理人の意見 管理人氏名 �

注 省略

第１０号様式（第１２条関係） 県営住宅退去届出書

省略

１～３ 省略

注 省略

注 省略

第１０号様式（第１２条関係）

省略

１～３ 省略

４ 管理人の意見 管理人氏名 �

注 省略

第２条 愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を次のように改正する。

第１号様式を次のように改める

愛 媛 県 報平成２３年８月５日 第２２９０号
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第１号様式（第２条関係） 県営住宅入居申込書

県 営 住 宅 入 居 申 込 書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所 〒

ふりがな

申込者 氏 名 �
電話番号

（区分 自宅・勤務先・携帯電話）

希 望 事 項 ※

受

付

住宅区分 一般県営住宅・特定公共賃貸住宅

地 区 別

団 地 名 ※
申
込
区
分

構 造

間 取 り

階 数

入居しよう

とする親族

申込者と

の続柄

ふりがな

氏 名
生年月日及び年齢

職 業 及 び

勤務事業所名
備 考

本人 年 月 日（ 歳）

年 月 日（ 歳）

年 月 日（ 歳）

年 月 日（ 歳）

年 月 日（ 歳）

年 月 日（ 歳）

合計 人
入居する親族以外

の 扶 養 親 族 名

（ 歳）

（ 歳）

住宅を必要

とする理由

※ 審 査

実態調査

判 定

注１ 記名押印に代えて署名することができる。

２ ※印の欄は、記入しないこと。

３ 申込者の電話番号の区分及び住宅区分の欄は、該当するものを○で囲むこと。
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第３号様式及び第４号様式を次のように改める。
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第３号様式（第４条関係） 愛媛県県営住宅使用請書

愛 媛 県 県 営 住 宅 使 用 請 書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所 〒

使 用 者 ふりがな

氏 名 �
住 所 〒

ふりがな

連帯保証人
氏 名 �
生年月日 年 月 日 使用者との関係

電話番号

職 業 勤務事業所名

住 所 〒

ふりがな

連帯保証人
氏 名 �
生年月日 年 月 日 使用者との関係

電話番号

職 業 勤務事業所名

使用者は、下記県営住宅に入居するに当たり、次に掲げる事項を始めとする公営住宅に関する

法令、愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）及び愛媛県県営住宅管理条例施行

規則（昭和３５年愛媛県規則第１９号）並びにこれらの規定に基づく管理上の指示を遵守します。

� 家賃は、毎月末日までにその月分を納付し、滞納することがないようにすること。

� 県営住宅又は共同施設は、その使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態にお

いて、維持すること。

� 自己の責めに帰すべき事由によつて県営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したとき

は、これを原状に回復し、又は損害を賠償すること。

� 周辺の生活環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為は、しないこと。

連帯保証人は、使用者と連帯して家賃その他の下記県営住宅の使用に係る債務を負担し、万一

使用者が当該債務を履行しない場合は、直ちに使用者に代わり履行します。

記

県営住宅の所在地 県営住宅の名称等 団地 第 号

県営住宅の構造 延べ面積 平方メートル

家賃 １箇月 円

注 連帯保証人を要しない場合は、不要の文字を抹消すること。
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第４号様式（第６条関係） 連帯保証人請書記載事項変更届出書

連 帯 保 証 人 請 書 記 載 事 項 変 更 届 出 書

年 月 日

愛媛県知事 様

団地 第 号

入居者

氏名 �

変更があつた連帯保証人の氏名

変 更 が あ つ た 事 項
変更前

変更後

変 更 年 月 日 年 月 日

注 記名押印に代えて署名することができる。
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告 示

��������������

��������������

�愛媛県告示第９７１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９７３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市具定町字日之尾山乙６４の３５、寒川町字寒川山乙２５４

の５９

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に改正前の愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１号様式、第３号様式、第８号様式、第９号の２様式及び第９号の

３様式の規定により提出されている書類は、改正後の愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１号様式、第３号様式、第８号様式、第９号の

２様式及び第９号の３様式の規定により提出された書類とみなす。

�愛媛県告示第９７２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

宇和島市立吉田
病院

宇和島市吉田町北小路甲
２１７番地 宇和島市

平成２６年
７月３１日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

Ｄｒ．盛次診療所 伊予郡松前町大字筒井１５４０番地 医療法人きらり 精神通院医療 平成２３年
６月１日

奥島病院 松山市道後二丁目２番１号 医療法人団伸会 精神通院医療 平成２３年
６月１日

あい薬局椿店 松山市古川北三丁目３番２４号 有限会社あい薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
４月１日

すみの薬局 新居浜市中筋町２丁目１番３号 株式会社Ｙ’ｓグローイング 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
５月１日

あおば薬局 伊予市下吾川字馬塚９４４－３ 有限会社あおぞら薬局 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
５月２６日

おぐに薬局宮下店 今治市宮下町１丁目１－２１ 株式会社おぐに 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
７月１日

さくら薬局いしづち店 西条市小松町新屋敷甲２８４－２ 有限会社蝶野 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
７月１日

オー・エム薬局 松山市桑原四丁目１３番４号 有限会社アネシス 精神通院医療（薬
局）

平成２３年
７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡久万高原町七鳥１７７８番３から

同町七鳥１４９８番１地先まで

旧 ４．５～２７．０
１１．０～３７．６

０．４９９
０．３００

新 １１．０～３７．６ ０．３００
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訓 令

�愛媛県訓令第１５号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

畜

産

課

１～２０

省略

畜

産

課

１～２０

省略

２１ 家

畜伝

染病

予防

法の

施行

に関

する

事務

１ 市町長に対する協力の要請

（第３条の２第３項）

○ ２１ 家

畜伝

染病

予防

法の

施行

に関

する

事務

２ 特定家畜伝染病防疫指針の

作成等に係る農林水産大臣へ

の意見の具申（第３条の２第

７項）

○

３ 家畜の伝染性疾病の発生予

防に関すること。

１ 家畜の伝染性疾病の発生予

防に関すること。

� 届出伝染病についての届

出に係る市町長への通報及

び農林水産大臣への報告

（第４条第４項）

○ � 新疾病検査を受けるべき

旨の命令（第４条の２第５

項）

○

� 新疾病の発生に係る農林

水産大臣への報告、市町長

への通報及び検査を受ける

べき旨の命令（第４条の２

第４項、第５項）

○

� 省略 � 省略

� 家畜以外の動物について

の検査の実施（第５条第３

項）

○

� 検査結果の農林水産大臣

への報告（第５条第４項）

○

� 監視伝染病の発生予防の

ための助言及び指導（第５

条第６項）

○ � 監視伝染病の発生予防の

ための助言及び指導（第５

条第５項）

○

〃 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町日野浦４５５８番３から

同町日野浦４５６０番２まで

旧 ５．５～３２．０
２３．５～３６．５

０．１９５
０．１２８

新 ２３．５～３６．５ ０．１２８
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� 監視伝染病の発生予防の

ために必要な措置の要請

（第５条第７項）

○ � 監視伝染病の発生予防の

ために必要な措置の要請

（第５条第６項）

○

� 注射、薬浴又は投薬を受

けるべき旨の命令（第６条

第１項）

○ � 注射、薬浴又は投薬を受

けるべき旨の命令（第６条

）

○

� 省略 � 省略

� 消毒の実施等（第１０条第

１項、第２項）

○

� 通行の制限又は遮断（第

１０条第３項）

○

	 省略 � 省略


 飼養衛生管理基準の設定

等に係る農林水産大臣への

意見の具申（第１２条の３第

４項）

○

� 定期報告に係る市町長へ

の 通 知（第１２条 の４第２

項）

○

� 家畜の飼養に係る衛生管

理についての指導及び助言

（第１２条の５）

○

 家畜の飼養に係る衛生管

理の方法の改善の勧告及び

命令（第１２条の６）

○ � 家畜の飼養に係る衛生管

理の方法の改善の勧告及び

命令（第１２条の４）

○

� 通行の制限又は遮断に係

る警察署長等への協議（家

畜伝染病予防法施行令（以

下この部において「政令」

という。）第３条第１項）

○

� 通行の制限又は遮断に係

る市町長からの報告の受理

（政令第３条第１項）

○

４ 家畜伝染病のまん延防止に

関すること。

２ 家畜伝染病のまん延防止に

関すること。

� 患畜等の届出に係る公

示、市町長等への通報及び

農林水産大臣への報告（第

１３条第４項）

○ � 通行の制限又は遮断の決

定（第１５条）

○

� 農林水産大臣の指定する

症状を呈している家畜の届

出に係る報告等（第１３条の

２第４項）

○

� 検体の提出（第１３条の２

第６項）

○

� 農林水産大臣からの通知

の受理及び家畜の所有者へ

の 通 知（第１３条 の２第５

項、第７項）

○
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� 農林水産大臣からの通知

の受理並びに公示及び通報

（第１３条の２第５項、第８

項）

○

� 殺処分命令（第１７条第１

項、第１７条の２第５項）

○ � 殺処分命令（第１７条

）

○

� 殺処分（第１７条第２項、

第１７条の２第６項）

○

� 指定地域及び指定家畜の

指定並びに指定地域の解除

に係る農林水産大臣への意

見の具申（第１７条の２第３

項、第８項）

○

� 病性鑑定のための剖検及

び殺処分（第２０条第１項）

○ � 病性鑑定のための剖検及

び殺処分（第２０条 ）

○

� 農林水産大臣等に対する

協 力 の 要 請（第２１条 第７

項）

○

	 消毒設備の設置（第２８条

の２第２項、第３項）

○


 省略 � 省略

� 家畜等の移動の制限（第

３２条第１項）

○ � 家畜等の移動の制限（第

３２条 ）

○

 家畜集合施設の事業の停

止 （第３３条）

○ � 家畜集合施設の開催等の

制限（第３３条）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

５ その他の事項に関するこ

と。

３ その他の事項に関するこ

と。

� 家畜防疫員の派遣の要請

（第４８条の２第１項、第４

項）

○ � 家畜防疫員の派遣の要請

（第４８条の２

）

○

� 家畜の伝染性疾病予防の

ための報告の徴収（報告請

求書の交付によるものを除

く。）（第５２条第１項、省

令第５８条ただし書）

○ � 家畜の伝染性疾病予防の

ための報告の徴収（報告請

求書の交付によるものを除

く。）（第５２条 、省

令第５８条ただし書）

○

� 動物等の評価額の決定に

ついての意見の具申（第５８

条第４項、政令第１０条第２

項）

○ � 動物等の評価額の決定に

ついての意見の具申（第５８

条

）

○

� 評価人の選定（第５８条第

５項、政令第１０条第３項）

○

� 評価人の意見聴取（第５８

条第５項、政令第１０条第３

項）

○

２２～２９

省略

２２～２９

省略
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３０ 口

蹄疫

対策

特別

措置

法の

施行

に関

する

事務

３０ 口

蹄疫

対策

特別

措置

法の

施行

に関

する

事務

１ 車両等の消毒に関するこ

と。

� 消毒のための設備の設置

（第４条第１項、第３項、

第４項）

○

� 消毒の実施（第４条第２

項）

○

� 消毒の義務を課す必要が

ある地域の指定の申請（第

４条第５項）

○

� 消毒の義務を課す必要が

ある地域の指定に係る農林

水産大臣への意見の具申

（第４条第６項）

○

１ 家畜 の死体の

焼却又は埋却の支援に関する

こと。

２ 患畜又は疑似患畜の死体の

焼却又は埋却の支援に関する

こと。

� 支援を行う必要がある地

域の指定の申請（

第５条第５項）

○ � 支援を行う必要がある地

域の指定の申請（第４条第

５項、第５条第５項）

○

� 支援を行う必要がある地

域の指定に係る農林水産大

臣への意見の具申（第５条

第６項 ）

○ � 支援を行う必要がある地

域の指定に係る農林水産大

臣への意見の具申（第４条

第６項、第５条第５項）

○

３ 患畜等以外の家畜の殺処分

等に関すること。

� 殺処分を行う必要がある

地域の指定の申請（第４条

第５項、第６条第１４項）

○

� 殺処分を行う必要がある

地域の指定に係る農林水産

大臣への意見の具申（第４

条第６項、第６条第１４項）

○

� 患畜等以外の家畜の指定

（第６条第１項）

○

� 勧告（第６条第１項、第

３項）

○

� 殺処分（第６条第２項、

第３項、口蹄疫対策特別措

置法施行規則第５条）

○

� 勧告又は殺処分の理由等

を記載した書面の交付（第

６条第４項）

○

� 勧告に係る損失の補てん

等（第６条第９項、第１０

項、第１２項、口蹄疫対策特

別措置法施行令（以下この

部 に お い て「政 令」と い

う。）第２条）

○
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� 評価人の選定（政令第１

条第２項）

○

� 評価人の意見聴取（政令

第１条第２項）

○

� 補てん金又は補償金の供

託（政令第１条第４項）

○

２ 省略 ４ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第７畜産課の表２１の部３の項�事項の欄の改正規定、同部２の項中�の次に次のよう
に加える改正規定、同部１の項�同欄の改正規定及び同項中�を�とし、�の次に次のように加える改正規定（同項中�を�とする部分を
除く。）は、平成２３年１０月１日から施行する。

�愛媛県訓令第１６号
各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年８月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

局長の権限に属する建設部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

局

長

専決者 局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

管

理

課

１～３６

省略

管

理

課

１～３６

省略

３７ 愛媛

県県営

住宅管

理条例

施行規

則の施

行に関

する事

務

１ 省略 ３７ 愛媛

県県営

住宅管

理条例

施行規

則の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 請書の受理（第６条第１項、

第１２条の５）

○ ２ 請書の受理（第６条 、

第１２条の５）

○

３ 請書の変更の届出の受理（第

６条第２項、第１２条の５）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

３８ 省略 ３８ 省略

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

備考 省略

別表第７（第４条関係）

土木事務所長の権限に属する事務に係る特定決裁事項
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�公 告

環境影響評価方法書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７号）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第５条第１

項の規定により、次の都市計画対象事業に係る環境影響評価方法書

を作成したので、同条例第４１条第２項及び同規則第５２条の規定によ

り読み替えて適用される同条例第７条の規定により、次のとおり公

告する。

なお、この環境影響評価方法書について、環境の保全の見地から

の意見を書面により提出することができる。

平成２３年８月５日

今治市長 菅 良 二

１ 都市計画決定権者の名称

今治市

２ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 今治市新ごみ処理施設整備事業

� 種類 ごみ処理施設の設置の事業

� 規模 ア 可燃ごみ処理施設

１日当たりの処理能力 １８２トン

イ 不燃・粗大・資源ごみ処理施設

１日当たりの処理能力 ３１トン

３ 都市計画対象事業が実施されるべき区域

今治市町谷地内他

４ 都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認めら

れる地域の範囲

今治市

５ 環境影響評価方法書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 今治市役所、今治クリーンセンター、愛媛県庁

� 縦覧期間 平成２３年８月５日から９月５日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 環境影響評価方法書についての意見書の提出期限及び提出先並

びに意見に記載すべき事項

� 提出期限 平成２３年９月２０日まで

� 提出先 〒７９４―８５１１ 今治市別宮町一丁目４番地１

今治市環境衛生部環境政策課

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地）

イ 意見書の提出の対象である環境影響評価方法書に記載され

た都市計画対象事業の名称

ウ 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの意

見（日本語により、意見の理由を含めて記載すること。）

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

所長 専決

者

所長 専決

者

課長 課長

用

地

管

理

課

１～３９

省略

用

地

管

理

課

１～３９

省略

４０ 愛媛

県県営

住宅管

理条例

施行規

則の施

行に関

する事

務

１ 省略 ４０ 愛媛

県県営

住宅管

理条例

施行規

則の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 請書の受理（第６条第１項、

第１２条の５）

○ ２ 請書の受理（第６条 、

第１２条の５）

○

３ 請書の変更の届出の受理（第

６条第２項、第１２条の５）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 滅失又は毀損の報告の受理

（第１０条、第１２条の５）

○
き

４ 滅失又は毀損の報告の受理

（第１０条、第１２条の５）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

４１～５１

省略

４１～５１

省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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�公 告

環境影響評価方法書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７条）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第５条第１

項の規定により、次の都市計画対象事業に係る環境影響評価方法書

を作成したので、同条例第４１条第２項及び同規則第５２条の規定によ

り読み替えて適用される同条例第７条の規定により、次のとおり公

告する。

なお、この環境影響評価方法書について、環境の保全の見地から

の意見を書面により提出することができる。

平成２３年８月５日

宇和島市長 石 橋 寛 久

１ 都市計画決定権者の名称

宇和島市

２ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 宇和島地区広域熱回収施設等整備事業

� 種類 ごみ処理施設の設置の事業

� 規模 １日当りの処理能力 １２０トン

３ 都市計画対象事業が実施されるべき区域

宇和島市祝森字一里塚甲３７９９番 外

４ 都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認めら

れる地域の範囲

宇和島市

５ 環境影響評価方法書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 宇和島市役所、宇和島地区広域事務組合、愛媛県

庁

� 縦覧期間 平成２３年８月５日から平成２３年９月５日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 環境影響評価方法書についての意見書の提出期限及び提出先並

びに意見書に記載すべき事項

� 提出期限 平成２３年９月２０日まで

� 提出先

〒７９８―８６０１ 宇和島市曙町１番地

宇和島市市民環境部環境課 又は

〒７９８―８６０１ 宇和島市曙町１番地

宇和島地区広域事務組合事務局廃棄物対策室

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の名前及び住所（法人その他

の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地）

イ 意見書の提出の対象である環境影響評価方法書に記載され

た都市計画対象事業の名称

ウ 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの意

見（日本語により、意見の理由を含めて記載すること。）

平成２３年８月５日 発行
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